
（平成２１年１１月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 1386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月から 49年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。    

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 12月から 48年３月まで 

             ② 昭和 48年４月から 49年３月まで 

    20 歳になった昭和 44 年＊月に父親が国民年金の加入手続を行い、婦

人会の集金人に国民年金保険料を納付してくれていたので、申立期間の

保険料が未納となっていることに納得できない。なお、申立期間②につ

いては、保険料を納付したことを示す預り証も所持している。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、現年度保険料として納付可能であり、当時、Ａ

市では、納付組織による国民年金保険料収納が行われていたことが確認で

きる上、申立人が所持している「国民年金保険料預り証」の昭和 48年度欄

に集金人の押印が有ることから、申立期間の保険料は納付されていたもの

とみるのが相当である。 

   一方、申立期間①について、申立人は、20歳になった昭和 44年＊月に、

申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してく

れていたと主張している。しかしながら、保険料納付の前提となる申立人

の国民年金手帳記号番号は、49年４月に払い出されていることが、社会保

険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿により確認できるこ

とから、このころに申立人の父親は国民年金の加入手続を行ったものと推

認でき、この時点では、申立期間の一部は既に時効により納付できない期

間であり、申立期間の保険料を納付するには特例納付及び過年度納付によ



ることとなるが、さかのぼって保険料を納付したとの主張は無い。 

   また、申立人の父親又は申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年４月から 49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



京都国民年金 事案 1387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年 10月から同年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

    夫婦でＡ業を営んでいたので、国民年金保険料は夫婦で一緒に納付し

ていた。なお、加入手続の際、保険料を２年間さかのぼって納付できる

と聞き納付した記憶もある。未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 56年４月

以降 60歳に到達するまでの間、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付していることが確認できることから、保険料納付意識は高かったもの

と考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 58年８月に払い出されていることが確認できることから、申立人

は、このころに国民年金の加入手続を行ったものと推認され、この時点に

おいて、申立期間を含む昭和 56年度及び 57年度の保険料は過年度納付す

ることが可能である上、申立人は申立期間前後の保険料を過年度納付して

いることが社会保険庁のオンライン記録により確認できることから、申立

人が申立期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10年４月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年４月 

    私の国民年金保険料は、国民年金に加入した当初から、夫が納付して

くれていた。申立期間について、夫は納付済みであるにもかかわらず、

私のみ未納とされていることは納得できないため、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、１か月と短期間であるとともに、申立人については、昭和

46 年１月以降、国民年金加入期間の国民年金保険料は、申立期間を除き、

すべて納付済みであることが確認でき、申立人の保険料を納付していたと

する申立人の夫も、国民年金加入期間の保険料をすべて納付しており、保

険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、Ａ市が保管している国民年金収滞納リストでは、申立期間及び申

立期間の翌年度である平成 11年４月の国民年金保険料は、現年度納付され

ていないことが確認できるが、同年４月分については、12 年９月 27 日に

過年度納付していることが社会保険庁のオンライン記録から確認できると

ともに、保険料を納付書により納付していた申立人の夫は、同日に夫の 12

年６月分及び７月分の保険料を現年度納付していることが社会保険庁のオ

ンライン記録から確認できることを踏まえると、申立期間についても、申

立人の夫は、区役所で申立人の納付書の交付を受け、その納付書で過年度

納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1389  

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から同年９月まで 

    私は、職場を退職後、区役所で国民健康保険に加入し、国民年金につ

いても加入した。申立期間の国民年金保険料は必ず納付したはずである

ので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であるとともに、国民年金保険料納付の前提

となる申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者記録から昭和 62

年２月に払い出されていることが確認でき、申立人は、このころに国民年

金の加入手続を行ったものと考えられ、申立人の所持する年金手帳からも、

申立期間は第１号被保険者として保険料が納付可能な期間である。 

   また、Ａ市では、国民年金の加入手続が行われた際、現年度保険料の納

付指導を行い、社会保険事務所では、過年度の未納保険料が有る場合、納

付書を送付して納付勧奨するのが通例である上、国民年金の加入手続を行

いながら、申立期間の国民年金保険料を納付しなかったとは考え難いこと

から、申立人は、申立期間の保険料を納付したとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都厚生年金 事案 1213  

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、Ａ株式会社Ｂ本社におけ

る資格の取得日に係る記録を昭和 42 年７月 20 日に訂正し、申立期間①の標

準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 42年７月 20日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 59年９月 26日から同年 10月１日まで 

    申立期間①については、昭和 42年７月 20日にＡ株式会社Ｃ支店からＢ本

社に転勤し、継続して勤務していた。申立期間②については、Ｄ株式会社

の退職月の保険料を控除されていた。社会保険事務所に照会したところ、

両申立期間が空白となっているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ株式会社が保管している社員簡易一覧表及び雇

用保険の記録並びに同僚の証言により、申立人が同社に継続して勤務し（昭

和 42 年７月 20 日にＡ株式会社Ｃ支店から同社Ｂ本社に異動）、申立期間①

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、社会保険事務所のＡ株式

会社Ｂ本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 42 年８月の

記録から、２万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、当時の社会保険関係の資料を保管しておらず不明としており、



このほかに確認できる関連資料、周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情がない

ことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、Ｄ株式会社の元事業主は、倒産のため関係資料は

廃棄処分したが、厚生年金保険に係る事務は社会保険労務士事務所を通じ

て事務処理をしていたので、社会保険事務所の記録に間違いがない旨の供

述をしている。 

   また、当時のＤ株式会社の社会保険等の事務を代行していた社会保険労

務士事務所から提供された事業所台帳によると、申立人及び申立人と同様

に昭和 59 年９月 30 日まで勤務していたとしている同僚の被保険者資格喪

失日は申立人と同日の同年９月 26 日と記載されており、社会保険事務所の

記録と一致していることから、事業主が当該社会保険労務士事務所を通じ

て社会保険事務所の記録どおりに届出していたことがうかがえる。 

   このほか、申立てに係る事実について、確認できる関連資料、周辺事情

は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②及び③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場（現在は、

Ｃ株式会社）における資格喪失日を昭和 30年７月１日に、Ｄ株式会社Ｅ部（現

在は、Ｃ株式会社）における資格喪失日を 32年５月２日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を、30年５月及び同年６月は１万円、32年２月から同年４月

までは１万 8,000円とすることが必要である。 

   また、事業主は、申立人に係る申立期間②及び③の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 27年３月 24日から同年４月 23日まで 

             ② 昭和 30年５月２日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 32年２月 21日から同年５月２日まで 

    昭和 27年３月 24日に、Ａ株式会社に入社し、その後Ｄ株式会社に異動し

たが、定年退職扱いになる平成５年１月 20日まで継続して勤務していたが、

申立期間が厚生年金保険の未加入となっているので、厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   退職年金給付裁定通知書、健康保険組合の健康保険資格喪失証明書及び雇用

保険の記録から、申立人は、昭和 27年３月 24日から平成５年１月 20日まで

継続してＡ株式会社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人は申立期間②についてはＡ株式会社Ｂ工場からＤ株式会社Ｅ部

に異動した時であり、申立期間③については、Ｄ株式会社Ｅ部の工場内で異

動した時期であったと述べており、複数の同僚の供述から申立人が申立期間

②においてはＡ株式会社Ｂ工場に、申立期間③においてはＤ株式会社Ｅ部に



おいて勤務していたことが認められる。 

   また、この時期のことについて、当時の経理担当者は、昭和 29 年から 32

年ごろまでの間に順次、Ａ株式会社Ｂ工場がＤ株式会社Ｆ工場へ移転した時

と、厚生年金保険の本社一括適用の時期とが重なり、届出についての手続ミ

スがあり、厚生年金保険料を控除していたにもかかわらず、適正な届出が行

われなかった旨の供述をしている。  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間②については、Ａ株式会社Ｂ工場において、申立期間③

については、Ｄ株式会社Ｅ部において厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間②及び③の標準報酬月額については、申立期間②については、

社会保険事務所のＡ株式会社Ｂ工場に係る被保険者名簿の昭和 30年４月の記

録から１万円、申立期間③については、Ｄ株式会社Ｅ部に係る被保険者名簿

の 32年１月の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立期間②及び③については、上記のように、当時の経理担当者は、

従業員の厚生年金保険の届出について、適正に行われなかった可能性がある

旨の供述をしており、他の複数の同僚についても申立人と同様の時期に厚生

年金保険の記録が継続していない者が確認できることから、事業主が社会保

険事務所の記録どおりの届出を行ったことがうかがわれ、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る申立期間②及び③の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間①については、申立人の所持する退職年金給付裁定通知書、

健康保険組合及び雇用保険のいずれの記録においても、加入日は、昭和 27年

３月 24日となっていることから、当該事業所に継続して勤務していたことが

確認できる。 

   しかし、当該事業所に照会しても、当時の賃金台帳等関連資料が保管されて

いないため、厚生年金保険料の控除については不明と回答しており、申立期

間①において申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認

することはできない。 

   また、健康保険組合の担当者は、厚生年金保険と健康保険の事務処理は別々

に行っているため、健康保険組合の加入日と厚生年金保険の資格取得日は必

ずしも一致しないと供述しており、申立人が所持する厚生年金保険被保険者

証の資格取得年月日も、昭和 27年４月 23日となっている。 

   さらに、申立人と同時期及び１年後に採用された複数の同僚についても、入



社日より１か月か２か月後に厚生年金保険の資格を取得している者が確認で

きる。 

   このほか、申立期間①について申立人の厚生年金保険料控除に係る事実を確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められるこ

とから、平成５年７月の標準報酬月額は 13 万 4,000 円、同年８月は 15 万

円、同年９月は 16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 24 万円、同年 12 月は

30 万円、６年１月は 26 万円、同年２月及び同年３月は 36 万円、同年４月

及び同年５月は 34 万円、同年６月及び同年７月は 30 万円、同年８月は 34

万円、同年９月は 32 万円、同年 10 月は 34 万円、同年 11 月は 32 万円、同

年 12 月から７年８月までは 28 万円とすることが必要である。  

   また、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められることか

ら、平成７年９月から９年８月までの標準報酬月額は 28 万円、同年９月か

ら同年 11 月までは 34 万円、同年 12 月及び 10 年１月は 36 万円、同年２月

は 38 万円、同年３月は 36 万円、同年４月は 38 万円、同年５月から 11 年

４月までは 36 万円、同年５月から同年 10 月までは 38 万円、同年 11 月か

ら 12 年１月までは 36 万円、同年２月は 38 万円、同年３月から 15 年２月

までは 36 万円、同年３月は 28 万円、同年４月から 16 年 11 月までは 38 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年７月 20日から７年９月１日まで 

             ② 平成７年９月 18日から 16年 12月 21日まで 

    社会保険庁のねんきん特別便によると、有限会社Ａにおける申立期間①及

び②において実際に受け取っていた報酬月額と比べると、社会保険庁の記



録が低くなっているので調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   社会保険庁の記録では、申立期間①の平成５年７月から６年９月までの

標準報酬月額については 10 万 4,000 円、同年 10 月から７年８月までの期

間については 11 万 8,000 円、また、申立期間②の同年９月から９年９月ま

での期間については 12 万 6,000 円、同年 10 月から 11 年９月までの期間に

ついては 11 万 8,000 円、同年 10 月から 16 年 11 月までの期間については

10 万 4,000 円と記録されている。 

   しかし、申立人が所持している給与明細書、給与所得の源泉徴収票及び

住民税特別徴収税額の通知書により、当該期間について、社会保険庁に記

録されている標準報酬月額に基づき計算された保険料額以上の保険料が給

与から控除されていることが確認できる上、当時の元同僚の給与明細書を

みると、申立人と同様に、実際に受け取っていた報酬よりも低い額の報酬

月額が届出されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 
   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持している

給与明細書、給与所得の源泉徴収票及び住民税特別徴収税額の通知書によ

り、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていることが認められることから、

平成５年７月の標準報酬月額は 13 万 4,000 円、同年８月は 15 万円、同年

９月は 16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 24 万円、同年 12 月は 30 万円、

６年１月は 26 万円、同年２月及び同年３月は 36 万円、同年４月及び同年

５月は 34 万円、同年６月及び同年７月は 30 万円、同年８月は 34 万円、同

年９月は 32 万円、同年 10 月は 34 万円、同年 11 月は 32 万円、同年 12 月

から７年８月までは 28 万円とすることが妥当である。         

   また、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められることか

ら、平成７年９月から９年８月までの標準報酬月額は 28 万円、同年９月か

ら同年 11 月までは 34 万円、同年 12 月及び 10 年１月は 36 万円、同年２月

は 38 万円、同年３月は 36 万円、同年４月は 38 万円、同年５月から 11 年



４月までは 36 万円、同年５月から同年 10 月までは 38 万円、同年 11 月か

ら 12 年１月までは 36 万円、同年２月は 38 万円、同年３月から 15 年２月

までは 36 万円、同年３月は 28 万円、同年４月から 16 年 11 月までは 38 万

円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

有限会社Ａの事業主は、経営が苦しく資金繰りが悪化したため、全従業員

に係る社会保険庁への報酬月額の届出は減額したもので行ったが、事務処

理の誤りにより給与月額に基づく厚生年金保険料等を給与から控除したと

述べていることから、事業主は、給与明細書等において確認できる報酬月

額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所は給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場（現在

は、Ｃ株式会社Ｄセンター）における資格喪失日に係る記録を昭和 38 年８

月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36 年 11 月から 37 年６月ま

では１万 2,000 円、同年７月から 38 年７月までは１万 6,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年  月 日 ： 昭和 18 年生 

     住    所 ：  

 

  ２  申立内容の要旨 

     申 立  期 間 ： 昭和 36 年 11 月 30 日から 38 年８月 30 日まで 

    昭和 36 年８月 27 日にＡ株式会社Ｂ工場に入社し、38 年８月 29 日ま

で勤務していたが、社会保険事務所に照会したところ、申立期間につい

て、厚生年金保険の未加入期間となっている。同社には確かに勤務して

いたので、調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ株式会社Ｄセンターが保管する申立人に係る従業員原簿及び同社の人

事担当者の回答から、申立人が申立期間においてＡ株式会社Ｂ工場に勤務

していたことが確認できる。 

   また、上記の従業員原簿には、申立人は当該事業所に昭和 36 年８月 27

日に入社後 37 年７月１日に見習工から現業員（本工）となり、38 年８月

29 日に退職している旨記載されている。 

   さらに、申立人は申立期間当時Ｅの運転士の業務に就いており、仕事を

しながらＥ運転士の免許を取得したと供述しているところ、当該免許証に



「昭和 38 年６月 25 日免許」と記載されていることが確認できる。 

   加えて、申立人と同時期にＡ株式会社Ｂ工場に入社し、申立人と同様に

Ｅの運転士であった元従業員は、申立期間において当該事業所における厚

生年金保険の被保険者記録が継続している。 

   その上、複数の元従業員は、当該事業所においては、全員が厚生年金保

険に加入していた旨回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の従業員原簿及び同時

期に入社した元従業員に係る社会保険庁の記録から、昭和 36 年 11 月から

37 年６月までは１万 2,000 円、同年７月から 38 年７月までは１万 6,000

円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

上記の人事担当者は申立期間当時の関連資料が無いため不明としており、

このほかに確認できる関連資料、周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情がない

ことから、行ったとは認められない。 



京都国民年金 事案 1390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年７月から 56 年６月までの期間及び 59 年５月から 60

年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

   

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年７月から 56年６月まで 

             ② 昭和 59年５月から 60年７月まで 

    私の国民年金については、母親が、私の就退職の間に無年金とならな

いよう加入手続を行い、国民年金保険料も納付してくれ、私が結婚をす

る前に国民年金手帳を渡してくれた。その手帳は、夫の勤務先に提出し

たところ、回収され、代わりに、国民年金の始まりが昭和 63年からと記

載された厚生年金保険と統一された手帳が戻ってきた。おかしいなと

思ったが、年金の仕組みが分からなかったので、そのままにしていた。

申立期間の保険料は納付していたので未納となっているのは納得できな

い。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付してくれていたと主張している。しかしながら、保険料納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の資格記録から、昭

和 63年５､６月ごろＡ市において、第３号被保険者として払い出されてい

ることが確認でき、申立人は、このころに国民年金に加入したものと推認

できる上、申立期間当時、申立人が居住していたＢ県Ｃ市が保管している

国民年金被保険者名簿に申立人の登載は無く、同市では申立人を国民年金

被保険者として管理しておらず､これは社会保険庁のオンライン記録とも

一致することから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、申立期間の



保険料は納付できなかったものとみるのが相当である。 

   また、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無い上、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   さらに、申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索した

が、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。        



京都国民年金 事案 1391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年 10月から 51年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月から 51年４月まで 

    私が 20歳になった際、母親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていたと聞いている。納付の記録が無いことは納得

できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳となった昭和 46 年＊月ごろに、申立人の母親が、国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた

と主張している。しかしながら、申立人は、52 年４月 22 日に任意の資格

で国民年金に加入していることが、社会保険庁のオンライン記録により確

認できることから、この日に国民年金の加入手続を行ったものと考えられ、

この時点において、申立期間の一部は既に時効により納付できない期間で

あり、申立期間の保険料を納付するには特例納付及び過年度納付によるこ

とになるが、特例納付が実施されていた時期ではなく、さかのぼって納付

したとの主張も無い。 

   また、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人について、婚姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索し

たが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1392 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和56年２月から60年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月から 60年１月まで 

    私は、両親に勧められ、昭和 56年２月ごろにＡ区役所で国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付した記憶があるので調査をしても

らいたい。なお、年金手帳にも同年同月から被保険者となった旨の記載

が有る。 

 

第３  委員会の判断の理由  

   申立人は、両親に勧められ、昭和 56年２月ごろに国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付した記憶があると主張している。しかしなが

ら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被

保険者記録から、平成元年７月ごろに払い出されていることが確認できる

ことから、申立人は、このころに国民年金に加入したものと推認され、こ

の時点では、申立期間の保険料は既に時効により納付できない期間であり、

申立期間の保険料を納付するには特例納付によることとなるが、特例納付

が実施されていた時期ではない。 

   なお、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付した根拠として、所持

している年金手帳に、「被保険者となった日」が昭和 56年＊月＊日と記載

されているとしているが、これは、保険料の納付開始月を示すものではな

く、申立人が 20歳になったことに伴い、この日が国民年金の被保険者資格

の取得日となったことを示すものである。 

   また、申立人は、Ｂ市が国民年金被保険者の加入状況、納付状況等を記

録している国民年金収滞納リストにおいて「登載なし」とされていること



から、申立人は同市において国民年金の被保険者として管理されていな

かったものと考えられ、これは社会保険庁のオンライン記録において申立

期間は未加入期間とされていることとも一致し、申立人は申立期間の国民

年金保険料を納付することができなかったものとみるのが相当である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につ

いて、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1393  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年３月まで 

    父親から、20歳になったので国民年金に任意で加入し、国民年金保険

料を納付したと告げられた。申立期間の保険料を納付してくれたはずで

あるので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳になった際、申立人の父親から国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を納付したと告げられたと主張している。

しかしながら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

前後の被保険者の資格取得日から平成８年５月ごろに払い出されたと確認

できることから、このころに申立人の国民年金の加入手続が行われたもの

と推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が所持している年金手帳でも、申立人が初めて国民年金の

被保険者となった日は平成８年４月１日と記載されている上、Ａ市が保管

している電算システムにおいても、同様の記録となっていることに加え、

備考欄に「平３年４月まで学生」との記載も有ることから、申立期間は国

民年金に未加入の期間であり、申立期間の国民年金保険料は納付できな

かったものと考えられる。 

   さらに、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索したが、該当



者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1394 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年２月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年２月から平成３年３月まで 

    申立期間当時は、学生でＡ市において下宿生活をしていたが、母親が、

昭和 62年２月ごろ、Ｂ市役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付していたはずであるので、申立期間が未加入期間と

なっていることには納得がいかない。 

    なお、弟も、学生期間について同様に国民年金に加入し、国民年金保

険料を納付している。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 62 年２月ごろ、申立人の母親が、Ｂ市役

所の出張所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していた

と主張している。しかしながら、国民年金の加入手続は住所地において行

うこととされており、申立人は、当時、Ａ市に住所地を定めていたことが

申立人の戸籍の附票から確認できることから、Ｂ市に居住する申立人の母

親が、同市において、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付

することはできなかったものとみるのが相当である。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付するには、国民年金手帳記号番

号が払い出されていることが必要であるが、申立人に係る社会保険庁の基

礎年金番号情報記録には、申立人の国民年金手帳記号番号は登録されてお

らず、社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿にも、

申立人に同手帳記号番号が払い出された記録が無く、申立人について、氏

名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、同手帳記号番号が払い



出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   なお、申立人の弟は平成３年４月から第１号被保険者（強制加入者）と

して、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認でき

るが、これは法改正により同年同月から、学生については、国民年金の任

意適用から強制適用となったため加入したものと考えられる。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1395 

                     

第１ 委員会の結論  

   申立人の平成２年４月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から３年３月まで 

    私は、平成２年４月、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料は母親が納付した。その後、13 年 11 月、国民年金に再加入手

続をした際、Ａ市役所で年金手帳「国民年金の記録（1）」欄の記入をし

てもらい、２年４月から切れ目無くつながっていることを確認し、安心

していた。 

    申立期間が未納であることに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、平成２年４月、国民年金の加入手続を行い、申立人の母親が

申立期間の国民年金保険料を納付したと主張している。しかしながら、申

立期間の保険料を納付するには、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出

されていることが必要であるが、社会保険庁の基礎年金番号情報記録に申

立人に係る国民年金手帳記号番号は登録されておらず、社会保険事務所が

保管している国民年金手帳記号番号払出簿には、申立人に同手帳記号番号

が払い出されていた形跡が無い上、申立人が申立期間当時、居住していた

Ｂ県Ａ市の国民年金被保険者名簿にも申立人の登載は無く、同市では、申

立人を国民年金被保険者として管理していなかったことが確認できる。 

   また、申立人が所持する年金手帳により、申立人の国民年金被保険者資

格の取得日は平成２年＊月＊日とされているが、この処理が行われたのは、

９年５月 15 日であることが社会保険庁のオンライン記録で確認できるこ

とから、この時点では申立期間は、既に時効により納付できない期間であ



り、申立期間の国民年金保険料を納付するには特例納付によることとなる

が、特例納付が実施されていた時期でもない。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、国民年金手帳番号が払い出されていた事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1396  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年１月から 55年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 55年 10月まで 

    私は、昭和 49年３月ごろ、区役所から国民年金に加入するようにとの

通知及び国民年金手帳が送付されて来たので国民年金に加入し、国民年

金保険料は、53 年 11 月に離婚するまでは、前々夫の保険料と一緒に区

役所又は郵便局で納めていた。離婚後は、55年９月に再婚するまでの保

険料も同様に納付していたはずであるため、調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49年３月ごろ国民年金の加入手続を行い、区役所又は郵

便局で申立期間の国民年金保険料を納付したと主張している。しかしなが

ら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、61年１月

に払い出されていることが、社会保険事務所が保管している国民年金被保

険者台帳管理簿で確認でき、申立人は、このころに国民年金の加入手続を

行ったものと考えられ、申立期間は、国民年金の未加入期間とされている

ことから、申立期間の保険料を納付することができなかったものと考えら

れる。 

   また、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付するには、申立期間

に上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要とな

るが、Ａ市Ｂ区で払い出された国民年金手帳記号番号払出簿を確認すると

ともに、申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 



   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62年１月から 63年５月までの期間及び平成元年１月から

同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年１月から 63年５月まで 

             ② 平成元年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 62年１月に婚姻のため会社を退職し、同年２月にＡ県から

Ｂ市に転居した際、転入届と同時に国民年金の加入手続を行い、自宅に

送付された納付書により、国民年金保険料を区役所の窓口又は銀行で、

夫の保険料と一緒に納付した。申立期間が未納とされていることに納得

できないため、調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 62年２月に婚姻を契機にＡ県から

Ｂ市に転居した際に、国民年金の加入手続を行い、申立人の夫の国民年金

保険料と一緒に申立期間の保険料を納付したと主張している。しかしなが

ら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の同

記号番号の被保険者記録から 63 年６月ごろに払い出されていることが確

認できることから、申立人は、このころに国民年金の加入手続を行ったも

のと考えられるが、申立期間の保険料を一緒に納付したとする申立人の夫

は、62 年１月から同年３月までは申請免除期間であり、同年４月から 63

年３月までについては、平成９年２月６日に申請免除期間の保険料を追納

していることから、申立内容とは符合しない。 

   また、申立期間①のうち、昭和 63年４月、同年５月及び申立期間②につ

いて、Ｂ市が国民年金保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納



リストでは、申立人の夫は未納期間であり、これは、社会保険庁のオンラ

イン記録とも一致していることから、申立人の夫の保険料を一緒に納付し

たとの申立内容は不自然である。  

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人の氏名につ

いて、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1398 

                      

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63年 12月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 63年 12月から平成３年３月まで 

    私の国民年金については、母親が、昭和 63年 12月ごろ加入の手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずなので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が、昭和 63年 12月ごろ国民年金の加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張しているが、

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者記録から平成３年４月

に払い出されていることが確認でき、申立人の母親は、このころに申立人

の国民年金加入手続を行ったものと考えられる。 

   また、申立人が所持する年金手帳から、「初めて被保険者となった日」は

平成３年４月１日と記載されていることが確認でき、これは、社会保険庁

のオンライン記録とも一致することから、申立期間は未加入期間であり、

申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料を納付できなかったものとみ

るのが自然である。 

   さらに、申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都厚生年金 事案 1217（事案 173の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 35年５月１日から同年 10月 31日まで 

    前回申立時に昭和35年５月から同年10月までの６か月間ルームボーイと

して勤務していたＡ社での勤務期間について訂正不要の決定を受けたが、

同僚の名前も覚えており、勤務していた事実に間違いはないので、当該期

間について訂正不要と決定されたことには納得がいかない。申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立てにおいて、申立人が記憶している上司及び同僚の名前が社

会保険事務所の被保険者名簿に記載されていることから、申立人がＡ社に

おいて勤務していたことは推認できるものの、同事業所には申立期間当時

の資料が保管されておらず、申立てに係る事実が確認できないこと等を理

由として、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年９月 10 日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、申立人が名前を記憶している同僚に

は当該事業所における厚生年金保険の被保険者としての記録があること等

から、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったと認めるべき旨

の主張をしている。 

   そこで、今回の再申立てを踏まえ、前回の調査に加えて、Ａ社の元従業

員に照会を行ったところ、複数の元同僚による供述から、申立人が申立期

間当時、同事業所にルームボーイとして勤務していたことは推認できるが、

正確な勤務期間や勤務実態についての具体的な供述を得ることはできなか



った。 

   また、当該事業所に照会したところ、申立期間当時の人事記録や給与台

帳等の資料が保管されておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険への

加入状況等については不明である旨の回答があったことから、事業主によ

り給与から厚生年金保険料が控除されていた事実が確認できない。 

   さらに、Ａ社における申立期間当時の元従業員 27 人に照会したところ、

回答があった 20 人のうち５人について本人の記憶する勤務開始時期より

も３か月から６か月程度遅れて厚生年金保険に加入しており、２年程度勤

務していたにもかかわらず、厚生年金保険加入記録が全く無い元従業員も

１人いたことから、同事業所においては、必ずしも勤務開始当初から厚生

年金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがえる。 

   加えて、申立人から名前が挙げられた元同僚について、申立人は当該同

僚が自分より後から勤務し始めたにもかかわらず、厚生年金保険に加入し

ている旨を主張しているが、当該同僚に照会したところ、昭和 35 年３月か

ら勤務していた旨供述していることから、申立人の主張をそのまま肯定す

ることはできない。 

   また、複数の元従業員から勤務当初は試用期間であった旨の供述があっ

たほか、事業所に対する照会においても、当時から試用期間があった旨の

回答をしている。 

   さらに、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立期間に申立人の氏名の記載は無く、健康保険の番号に欠番

もみられないため、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 1218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年９月１日から 54 年４月７日まで 

             ② 昭和 58 年２月 21 日から同年 11 月 21 日まで 

    私は、株式会社Ａに昭和 45 年９月１日から 58 年１月 10 日まで勤務し

ており、当該事業所における厚生年金保険の加入が昭和 54 年４月からと

なっているのはおかしいので、申立期間①を被保険者期間として認めて

ほしい。 

    また、株式会社ＢのＣ営業所において、58 年１月 21 日から 59 年４月

21 日まで継続して勤務しているが、58 年２月 21 日から同年 11 月 21 日

まで厚生年金保険の期間が途切れているのはおかしいので、申立期間②

を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の記録から、申立人が申立期間①のうち

昭和 51年８月１日から 58年１月 10日まで株式会社Ａにおいて勤務してい

たことは確認でき、同僚等の供述により、正確な勤務期間は特定できない

が、申立人が雇用保険の記録のある以前において当該事業所に勤務してい

たことがうかがわれる。 

   しかし、複数の同僚は、「申立人は申立期間に会社を出たり入ったりして

いた。」と供述しており、申立期間において当該事業所で継続して勤務して

いたとする供述は得られなかった。 

   また、株式会社Ａに照会したところ、当時の賃金台帳等の記録は保管し

ておらず、申立期間①に係る勤務の実態及び厚生年金保険の適用について

 



は不明である旨回答している。 

   さらに、当該事業所が社会保険の適用事業所になった日は昭和 44 年 11

月１日であるが、45 年ごろに入社したとしている同僚は、入社当時は日給

制のアルバイトのようなものであり、入社後しばらくの間は社会保険の被

保険者でなかった期間がある旨の供述をしており、当該同僚が当該事業所

において厚生年金保険の被保険者となったのは、社会保険庁の記録では 49

年 12 月 25 日であり、申立人と同様に、入社後相当の年数を経過してから

被保険者となっていたことが確認できる。 

   ちなみに、社会保険事務所の当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、「日健」の記載があり、当該事業所が日雇健康保険に加入

していたことが確認できる。 

   申立期間②について、株式会社Ｂに照会したところ、当時の賃金台帳等

の資料は保管しておらず、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険の適用に

係る事実は不明との回答であり、申立人が１年以上勤務していたとするこ

とについて、事業主は当時Ｄ（地域名）で７箇所の事業所を巡回していた

ため大抵の従業員については覚えているが、申立人の氏名は記憶していな

い旨を供述している。 

   また、申立人が株式会社ＢのＣ営業所において勤務していたことを記憶

している同僚はいるものの、申立期間においても継続して勤務していたこ

とを確認できる供述は得られなかった。 

   さらに、社会保険事務所の保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、申立人は健康保険番号＊で昭和 58 年１月 21

日に被保険者資格を取得し、同年２月 21 日に資格喪失し同年３月３日に健

康保険証を返納した記録となっており、その後、新たに健康保険番号＊で

同年 11 月 21 日に資格を再取得し、59 年４月 21 日に資格喪失しており、

社会保険事務所の記録に不自然さはない。 

   加えて、労働局に照会したところ、申立人が株式会社Ｂにおいて雇用保

険の被保険者となった日は昭和 58 年 11 月 21 日であり、離職日は 59 年４

月 20 日と記録されており、申立期間における記録は確認できず、上記の社

会保険事務所の記録と一致しており、事業主が社会保険事務所の記録どお

りに届出していたことがうかがえる。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1219（事案 481の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 49年１月１日から同年９月 30日まで 

                          ② 昭和 49年 10月１日から 57年２月 28日まで 

             ③ 昭和 59年２月 13日から同年８月 31日まで 

    申立期間①の株式会社Ａについては、昭和 48年 12月 31 日退職となって

いるが、当時広告の営業は年末が多忙のため、年末に退職することは考え

られないので、申立期間①について厚生年金保険加入期間を認めてほしい。 

    申立期間②については、株式会社Ａを退職してすぐにＢ株式会社に勤務し

た。社会保険庁の記録では昭和 52 年９月から 53 年１月まで株式会社Ｃに

勤務していたとなっているが、その時期には勤務したことはなく、当時の

事業主からも勤務していない旨の証明書をもらっているので、株式会社Ｃ

の記録を取り消し、Ｂ株式会社における申立期間②の厚生年金保険加入期

間を認めてほしい。 

    申立期間③については、昭和 59年２月 13日から同年８月 31日まで株式

会社Ｄに勤めていたのに、厚生年金保険の加入記録がない。申立期間③に

ついて、厚生年金保険加入期間を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の勤務実態等について当時の元同僚に

照会したところ、元同僚のうち１人は「申立人の勤務状況は、出勤した

りしなかったりで、いつのまにかいなくなっていた。」と供述しており、

また申立期間中に入社した元同僚の１人は「申立人のことは知らない。」

と供述しているため、申立人の勤務実態は確認できない上、株式会社Ａ



は平成８年６月に解散し、当時の事業主も所在不明のため、当時の人事

記録、賃金台帳等関係書類の存否も不明であることから、申立人の勤務

実態及び事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた事実を

確認することはできない。 

    また、社会保険事務所の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、申立人の健康保険証が資格喪失日の翌月である昭和

49 年１月に返納されている旨の記載がある上、申立人の雇用保険の加入

記録も社会保険庁の当該事業所に係る申立人の厚生年金保険被保険者期

間の記録とほぼ一致している。 

  ２ 申立期間②及び③については、Ｂ株式会社及び株式会社Ｄと申立人と

の間に明確な正社員としての雇用関係がなく、申立期間において申立て

に係る事業所に関する雇用保険の加入記録も確認できず、申立人が事業

主により給与から厚生年金保険料を控除されていた事実は確認できない

として、既に平成 21 年１月 29 日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

    申立人は、今回の申立てにおいて、昭和 52 年９月２日から 53 年１月

25 日までの期間に、株式会社Ｃにおいて申立人が厚生年金保険被保険者

であったとする社会保険庁の記録は誤りであり、申立人は株式会社Ｃに

は当時在籍していない旨を株式会社Ｃの元事業主が記載している「不在

籍の証明」を提出しており、申立てに係る事業所及び申立期間について

も、49 年１月１日から同年９月 30 日までを前回のＢ株式会社から株式

会社Ａに、同年 10 月１日から 57 年２月 28 日までをＢ株式会社に、59

年２月 13 日から同年８月 31 日までを株式会社Ｄに係る申立てに変更し

ている。 

    申立期間②については、今回の申立てにおいて提出されている「不在

籍の証明」では、申立人は当時株式会社Ｃに在籍していない旨を株式会

社Ｃの元事業主が記載しているが、証明書の内容について、元事業主、

元事務担当者、元同僚に照会したところ、元事業主は「申立人は、当時

株式会社Ｃには在籍しておらず、社会保険に加入させる指示はしていな

い。」と供述しているが、当時株式会社Ｃで経理及び総務を担当していた

元事務担当者の「元事業主の指示で申立人について社会保険の加入手続

を行った。」との供述とは一致せず、元事業主の供述を確認できる資料等

も無い上、株式会社Ｃに関する申立人の雇用保険の加入記録についても

社会保険庁の当該事業所に係る申立人の厚生年金保険被保険者記録と一

致することが確認できることから、社会保険庁の記録は誤りであるとし

て提出されている上記元事業主が記載した「不在籍の証明」の記載内容



を肯定することはできない。 

    また、申立期間②において当時Ｂ株式会社に勤務していた複数の元同

僚に対し新たに照会しても、申立人とＢ株式会社との間に正社員として

の雇用関係があったことを確認できる供述を得ることはできない。 

    申立期間③については、当時の株式会社Ｄの元事業主は、「申立人の入

社時期については確認しているが、退社の時期については申立人からの

申出もなかったため確認できていない。申立人は社会保険には加入させ

ていなかった。」と供述している上、当時株式会社Ｄで総務を担当してい

た事務担当者は、「申立人は正社員でなかったため社会保険の資格取得の

手続を行っていなかった。」と供述している。 

    加えて、社会保険庁の記録において、申立人は昭和 53 年１月 25 日か

ら 61年１月 10日まで厚生年金保険任意継続期間とされていることから、

申立期間②のうち昭和 53 年１月 25 日から 57 年２月 28 日までの期間、

及び申立期間③において申立人が申立てに係る事業所で厚生年金保険被

保険者であったとする申立人の主張は合理性に欠ける。 

    その他に当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1220  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ：  昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年１月ごろから 44 年１月 18 日まで 

             ② 昭和 44 年２月 17 日から 45 年６月ごろまで 

    私は、昭和 40 年代に夜間高校に通っていたが、Ａ局に採用される前、

42 年末から正月にかけてアルバイトとしてＡ局に入った。その後、引き

続き局長の紹介で入局し、43 年の６月から７月にかけて初等部研修期間

を経て現場に戻り、その後、45 年６月ごろに退局した。申立期間①及び

②について厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ局の後継事業所であるＢ株式会社Ｃ支社が保管する人事記録の記載から、

申立人はＡ局に係る申立期間①のうち、昭和 43 年 12 月 16 日から 44 年１月

９日までの期間については、Ａ局で臨時雇いとして勤務していたことは確認

できるが、上記以外の関係書類は保管されていないことから、申立期間①の

うち 43 年１月ごろから同年 12 月 15 日まで、及び 44 年１月 10 日から同年

１月 18 日までの期間における申立人の勤務実態、並びに申立期間①におい

て、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実については確認

できない。 

   また、上記人事記録による昭和 44年１月 18日から同年２月 18日の臨時補

充員の期間と社会保険事務所の厚生年金保険被保険者期間が一致しているた

め、事業主は臨時補充員について、社会保険事務所の記録どおり届出を行っ

たことがうかがえるものの、臨時補充員になる前の臨時雇いについては、当

時の同僚についても、各々が臨時補充員になったと記憶している時期から厚



生年金保険の加入記録が始まっていることからみると、当時当該事業所にお

いては、臨時雇いについては、厚生年金保険に加入させる取扱いではなかっ

たことがうかがえる。    

   さらに、当時Ａ局に勤務していた複数の同僚に照会しても、申立期間①にお

ける申立人の勤務実態について確認するための供述を得ることはできない。 

   Ａ局に係る申立期間②については、Ａ局の後継事業所であるＢ株式会社Ｃ支

社が保管する人事記録の記載から、申立人は昭和 44年２月 17日から 45年６

月 19日までＡ局で事務員として勤務していたことは確認できる。 

   しかし、申立期間②については、同時期にＤ共済組合の加入記録が存在して

いる上、Ｄ共済組合に照会したところ、「申立人の共済組合加入期間は、昭和

44年２月 17日から 45年６月 19日」と回答している。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 47年７月１日から同年８月 10日まで 

    Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に、昭和 47 年７月に正社員として入

社し、Ｂ株式会社と合併後も継続して勤務していたが、社会保険事務所に

照会したところ、入社時の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｂ株式会社が提出した「在籍期間証明書」及び複

数の元同僚の回答から、申立人が申立期間においてＡ株式会社に勤務して

いたことは確認できる。 

   しかし、社会保険庁の記録及び社会保険事務所が保管するＡ株式会社に

係る厚生年金保険記号番号払出簿によると、当該事業所は、昭和 47 年８月

10 日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同日より前の申立期

間に適用事業所としての記録は確認できない。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る厚生年金保険被保険

者原票によると、申立人の資格取得年月日及び同資格取得届の進達処理年

月日は、昭和 47 年８月 10 日と記載されており、申立期間に係る資格取得

の届出が行われた事実は確認できない。 

   さらに、申立期間当時の事業主及び役員の所在は不明であり、Ａ株式会

社は昭和 54 年にＢ株式会社に吸収合併されており、Ｂ株式会社に照会して

も、Ａ株式会社に係る賃金台帳等関連資料を保管しておらず、存否も不明

であることから、申立人のＡ株式会社における勤務実態及び給与から厚生



年金保険料が控除されていた事実を確認することはできない。 

   加えて、申立人と同様に昭和 47 年７月１日にＡ株式会社に入社したとす

る元同僚６人は、社会保険庁の記録において、厚生年金保険の資格取得日

がすべて同年８月 10 日となっている上、このうち二人は申立期間において

国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 41年８月 31日まで 

    昭和36年４月ごろから41年８月ごろまでＡ株式会社に住み込みで勤務し

ていたが、社会保険事務所へ照会したところ、厚生年金保険が未加入期間

となっている。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社の元取締役及び複数の元同僚の供述、並びに元同僚の所持する昭

和 37 年 10 月ごろのＢ組合の運動会に当該事業所が参加した仮装大会の写真

に、申立人が写っていることから、申立人は申立期間のうち一部期間におい

て、当該事業所に住み込みで働いていたことは推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社は既に解散し、事業主も亡くなっていることから賃金台

帳等の存否を確認することができない上、当時の給与担当者の元同僚は、高

齢のため回答を得ることができないため、申立期間における申立人の正確な

勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認することはできない。 

   また、申立期間当時の取締役は「全員が入っていたと思う。但し自分の意思

で入っていない人もいた。」と回答している。 

   さらに、申立期間中の昭和 37年 10月に開催された上記Ｂ組合の運動会にお

ける写真により、Ａ株式会社に勤務していたことが確認できる元同僚の二人

についても、当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いことから、



当該事業所においては、必ずしも全従業員について厚生年金保険に加入させ

る取扱いではなかったことがうかがえる。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は記録されておらず、健康

保険証の整理番号が連続しており、欠番も見られないため、申立期間におい

て申立人の加入記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月１日から 59年６月１日まで 

    私は、昭和 51年 12月から株式会社Ａの社員として勤務しており、同社は

52 年９月１日に社会保険に加入している。しかし、私の厚生年金保険被保

険者の資格取得日は昭和 59年６月１日になっているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、株式会社Ａに勤務していた複数の同僚の供述から、申立

人が申立期間において、期間は特定できないが、勤務していたことは推認

できる。 

   しかしながら、申立期間当時、同社の事業主であった申立人の父親は既

に他界しており、事業主の妻である申立人の母親は直接事務に関与してい

ないため当時の状況は不明であり、現在の事業主に照会しても回答が無く、

申立人の勤務実態及び申立期間における厚生年金保険の適用について、確

認することができる関連資料及び供述は得られない。 

   また、複数の同僚の供述から、同社は、申立期間当時必ずしも社員全員

を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがわれる。 

   さらに、申立人の雇用保険被保険者記録を確認したところ、資格取得日

は昭和 59 年６月１日、離職日は 61 年５月 20 日とされており、社会保険庁

のオンライン記録と一致している。 

   加えて、申立人の所持している年金手帳には、初めて厚生年金保険の被

保険者となった日は昭和 59 年６月１日と記載されている上、社会保険事務

所が保管する同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び記号番号払出



簿によると、申立人の被保険者資格取得日は、上記と同様 59 年６月１日と

されているほか、同社が新規適用事業所となった 52 年９月１日以降の被保

険者名簿の健康保険整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落

したものとは考えにくい。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1224  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年１月１日から 38 年２月１日まで 

    中学校を卒業後、見習い看護婦としてＡ診療所に勤務したが、脱退手

当金をもらった記憶はないので、調査してほしい。 

      

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 38 年６月７日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、社会保険事務所が保管する申立期間に係る事業所の被保険者名簿

において、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日が記載されている頁

及び次の頁に記載されている者のうち、脱退手当金受給要件を満たす女性

は申立人を含め４人みられるが、その全員に社会保険庁のオンライン記録

から脱退手当金の支給記録が確認でき、いずれも資格喪失日から約４か月

以内に支給決定されていることを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給

していることに不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1225  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年６月１日から 43 年 10 月１日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 44 年３月 10 日に脱退手当金が支給され

たことになっているが、私は脱退手当金という言葉を聞いたことがなく、

受給した覚えもないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所には、脱退手当金の支給を裏付ける申立人の脱退手当金

裁定請求書が保管されており、同請求書には「受付第＊番 昭 43．12.７ Ａ

社会保険事務所」、「小切手 43.３.10 交付済」と押印されていることが確

認できる。 

   また、申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱手」の表示が有るととも

に、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 44 年３月 10 日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


